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税理士法人プライスウォーターハウスクーパース

は、プライスウォーターハウスクーパース(PwC)グ
ローバルネットワークの日本におけるメンバーファ

ームです。公認会計士、税理士等約 550 人のスタ

ッフを有する日本最大級のタックスアドバイザーで

あり、そのうち、約 100 名が金融部に所属していま

す。金融・不動産関連をはじめ、法人・個人の申告、

移転価格、M&A、事業再編、国際税務、連結納税

制度など幅広い分野において税務コンサルティン

グを提供しています。 
 
PwC のグローバルネットワーク (www.pwc.com) 
に属する PwC 各メンバーファームは、クライアント

およびクライアントを取り巻く人々の信頼の確立と、

価値の向上を目指して、監査、税務、アドバイザリ

ーサービスにおいて、クライアントの業種に焦点を

あてたサービスを提供しております。PwC は、世

界 150 カ国に 146,000 人のスタッフを有し、常に

新たな視点からクライアントのご要望に即したアド

バイスを提供できるよう、そのネットワークを十分

に活用して問題解決に取り組んでいます。 
 
私どもが提供しておりますニュースは、概略的な

内容をご紹介しているにすぎません。個別案件へ

の対応、またはより専門的な案件への取り組みに

際しましては、ぜひ私どもの金融部を皆様のよき

パートナーとしてご利用ください。 
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2008 年度税制改正後の 

「機関投資家」の範囲 
 

2007 年 10 月に発行したニュースレターでご紹介いたしましたとおり、

租税特別措置法（以下、「措置法」）上の適格機関投資家の定義が、

金融商品取引法（以下、「金商法」）の施行にともない改正されまし

た。2008 年度の税制改正では、後述する措置法の各条文において、

適格機関投資家という名称が機関投資家へと変更されるとともに、

その範囲が見直されました。 
 
本ニュースレターでは、2008年度税制改正後の措置法上の機関投

資家の範囲および改正点について、その概要をご紹介いたします。 
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1. 改正後の措置法上の機関投資家の範囲 

措置法の改正により、措置法第 67 条の 14（特定目的会社に係る課税の特例）、第 67 条の 15（投資法人に係る課

税の特例）、第 68 条の 3 の 2（特定目的信託に係る受託法人の課税の特例）および第 68 条の 3 の 3（特定投資信

託に係る受託法人の課税の特例）において、機関投資家とは、財務省令で定められるものをいうとされました。この

「財務省令で定めるもの」は、以下のとおり規定されています。ただし、（2）に掲げる者以外の者については金商法第

2 条に規定する定義に関する内閣府令（以下、「定義内閣府令」）第 10 条第 1 項ただし書の規定により金融庁長官

が指定する者を除き、（2）に掲げる者については同項ただし書の規定により金融庁長官が指定する者に限ることとさ

れています。  
 

(1) 定義内閣府令第 10 条第 1 項第 1 号から第 9 号まで、第 11 号から第 14 号まで、第 16 号から第 22 号

まで、第 25 号および第 26 号に掲げる者［第一種金融商品取引業者（有価証券関連業を行う者に限る。）、

投資運用業者、投資法人、銀行、保険会社、投資事業有限責任組合など］。 
  
(2) 定義内閣府令第 10 条第 1 項第 15 号に掲げる者［業として預金または貯金の受入をすることができる農

業協同組合および漁業協同組合連合会］。 
 

(3) 定義内閣府令第 10 条第 1 項第 23 号イに掲げる者［直近日における保有有価証券の残高が 10 億円以

上であるものとして金融庁長官に届出を行った法人］のうち次に掲げる者。 
 

イ 有価証券報告書を提出している者で、上記届出を行った日以前の直近に提出した有価証券報告

書に記載された当該有価証券報告書に係る事業年度および当該事業年度の前事業年度の貸借

対照表における有価証券の金額および投資有価証券の金額の合計額が 100 億円以上であるも

の。 
 
ロ 一定の海外年金基金によりその発行済株式の全部を保有されている内国法人（資産の流動化に

関する法律第 2 条第 3 項 に規定する特定目的会社および投資信託および投資法人に関する法

律第 2 条第 12 項 に規定する投資法人を除く。以下ハにおいて同じ）。 
 

ハ 定義内閣府令第 10 条第 1 項第 26 号に掲げる者［外国政府等のうち金融庁長官に届出を行った

者］によりその発行済株式の全部を保有されている内国法人。 
 
2. 改正点 

上記機関投資家の範囲に関し、2008 年度の税制改正において変更がなされたのは、以下の点です。 
 

(1) 信用協同組合について、金商法に基づき金融庁長官に届出を行ったものに限られました。 
 
(2) 共済水産業協同組合連合会が追加されました。 

 
(3) 企業年金基金のうち直近事業年度の年金経理にかかわる貸借対照表における資産から流動負債および

支払備金を控除した額が 100 億円以上のものが追加されました。 
 

(4) 信託会社（管理型信託会社を除く）および外国信託会社（管理型外国信託会社を除く）のうち、金商法に

基づき金融庁長官に届出を行った者が追加されました。 
 

(5) 上記 1.の(3)ロおよびハに掲げる内国法人が追加されました。 
 

(6) 外国の法令に準拠して外国において第一種金融商品取引業（有価証券関連業に該当するものに限る）ま

たは投資運用業を行う法人について、金融庁長官に対する届出時の最低資本金の額が 1 億円から

5,000 万円に引き下げられました。 
 

(7) 外国の法令に準拠して外国において信託業（管理型信託業を除く）を行う法人で、金商法に基づき、資本

金の額が 1 億円以上であるものとして金融庁長官に届出を行った者が追加されました。 
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上記の改正に伴い、措置法上の機関投資家の範囲は、金商法上の適格機関投資家の範囲に近くなりました。しかし

ながら、依然として金商法上の適格機関投資家の範囲より狭くなっている点に注意が必要です。 
 
上記の改正は、特定目的会社、投資法人、特定目的信託に係る受託法人、特定投資信託に係る受託法人の 2008
年 4 月 1 日以後に終了する事業年度分の法人税について適用されます。 
 



Financial Services Tax News 
July 2008 
 

PricewaterhouseCoopers                                                                                   4 

 
より詳しい情報につきましては下記担当者にご連絡ください。 

 
税理士法人プライスウォーターハウスクーパース 
金融部  
〒100-6015  
東京都千代田区霞が関 3 丁目 2 番 5 号  
霞が関ビル 15 階 
電話 : 03-5251-2400（代表） 
http://www.pwc.com/jp/tax 
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